
  

一 

令和 8 年 2 月 17 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１４１１８号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
要
措
置
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
□
七
件
□ 
 

 
 

 
 

二 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
の
候
補
者
及
び
補
欠
選
挙
の
無
投
票 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
七
十
一
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
有
害
物

質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚
染

の
除
去
□
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

野
田
市
中
里
字
尾
崎
境
二
〇
七
番
三
の
一
部
及
び
字
光
浄
寺
三
□
〇
七
八
番
一
四

の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

三 

当
該
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置 

地
下
水
の
水
質
の
測
定 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
七
十
二
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
有
害

物
質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

野
田
市
中
里
字
尾
崎
境
二
〇
七
番
三
の
一
部
及
び
字
光
浄
寺
三
□
〇
七
八
番
一
四

の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
七
十
三
号 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
東
総
用
水

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
八
年
二
月
九
日
付
け
で
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
七
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

千
葉
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

千
葉
都
市
計
画
下
水
道
事
業
千
葉
市
第
三
号
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
八
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

昭
和
四
十
八
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号
□
昭
和
五
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
二

百
六
十
五
号
□
昭
和
五
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
四
十
六
号
□
昭
和
五
十
七
年
千
葉
県
告

示
第
四
百
七
十
六
号
□
昭
和
五
十
八
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号
□
昭
和
六
十
二

年
千
葉
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号
□
昭
和
六
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
四
百
十
九
号
□
平

成
元
年
千
葉
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号
□
平
成
二
年
千
葉
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号
□

平
成
五
年
千
葉
県
告
示
第
八
百
一
号
□
平
成
七
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
五
号
□
平
成
九

年
千
葉
県
告
示
第
八
百
五
十
九
号
□
平
成
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号
□
平

成
十
二
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号
□
平
成
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
四

号
□
平
成
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
八
百
四
十
九
号
□
平
成
十
五
年
千
葉
県
告
示
第
五
百

八
十
二
号
□
平
成
十
六
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
七
十
三
号
□
平
成
十
七
年
千
葉
県
告
示

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

2 

月

17

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 
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第
八
百
五
十
四
号
□
平
成
十
九
年
千
葉
県
告
示
第
四
百
七
号
□
平
成
二
十
三
年
千
葉
県

告
示
第
二
百
六
十
四
号
□
平
成
二
十
六
年
千
葉
県
告
示
第
四
百
十
四
号
□
平
成
三
十
年

千
葉
県
告
示
第
二
百
四
号
□
令
和
二
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号
□
令
和
三
年
千

葉
県
告
示
第
百
五
十
三
号
□
令
和
六
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号
及
び
令
和
七
年

千
葉
県
告
示
第
九
十
九
号
の
事
業
地
の
う
ち
千
葉
市
中
央
区
仁
戸
名
町
地
内
に
お
い
て

事
業
地
を
変
更
す
る
□ 

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
□
千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ニ
□
ケ
コ
ル
ト
ン
プ
ラ
ザ 

 
 

 

市
川
市
鬼
高
一
丁
目
九
五
番
地
一 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

日
本
毛
織
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

長
岡
豊 

 
 

 

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
明
石
町
四
七
番
地 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

日
本
ト
イ
ザ
ら
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

ア
ン
ド
レ
・
ア
□
チ
□
・
ジ
□
イ
ブ
ス
ほ
か 

 
 

 

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
大
宮
町
一
□
三
一
〇
番
地
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

日
本
ト
イ
ザ
ら
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

ア
ン
ド
レ
・
ア
□
チ
□
・
ジ
□
イ
ブ
ス
ほ
か 

 
 

 

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
大
宮
町
一
□
三
一
〇
番
地
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
十
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
五
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
市
川
市
経
済
観
光
部
商
工
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
□
千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

臼
井
シ
□
□
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
□ 

 
 

 

佐
倉
市
王
子
台
一
丁
目
二
三
番
地 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

イ
オ
ン
リ
テ
□
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

古
澤
康
之
ほ
か 

 
 

 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一
ほ
か 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

イ
オ
ン
リ
テ
□
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

井
出
武
美
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

イ
オ
ン
リ
テ
□
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

古
澤
康
之
ほ
か 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

イ
オ
ン
リ
テ
□
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

井
出
武
美
ほ
か 

 
 

 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一
ほ
か 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

イ
オ
ン
リ
テ
□
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

古
澤
康
之
ほ
か 

 
 

 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一
ほ
か 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
七
年
三
月
一
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
七
年
三
月
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
九
月
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
佐
倉
市
経
済
環
境
部
商
工
振
興
課 

 

（一） 

 

（二） 



  

三 

令和 8 年 2 月 17 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１４１１８号 
  

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
□
千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ミ
ス
タ
□
マ
□
ク
ス
新
習
志
野
シ
□
□
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
□ 

 
 

 

習
志
野
市
茜
浜
二
丁
目
一
九
番
地
二
六
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

Ｓ
Ｍ
Ｆ
Ｌ
み
ら
い
パ
□
ト
ナ
□
ズ
株
式
会
社 
代
表
取
締
役 

上
田
明 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ミ
ス
タ
□
マ
□
ク
ス 

代
表
取
締
役 

平
野
能
章
ほ
か 

 
 

 

福
岡
県
福
岡
市
東
区
松
田
一
丁
目
五
番
七
号
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ミ
ス
タ
□
マ
□
ク
ス 

代
表
取
締
役 

佐
藤
昭
彦
ほ
か 

 
 

 

福
岡
県
福
岡
市
東
区
松
田
一
丁
目
五
番
七
号
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
三
月
一
日
及
び
同
年
四
月
十
八
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
月
六
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
習
志
野
市
協
働
経
済
部
産
業
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
□
千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ユ
ニ
モ
ち
は
ら
台 

 
 

 

市
原
市
ち
は
ら
台
西
三
丁
目
四
番
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

大
山
一
也 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ヤ
オ
コ
□ 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人
ほ
か 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
一
〇
番
一
号
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ヤ
オ
コ
□ 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人
ほ
か 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
新
宿
町
一
丁
目
一
〇
番
一
号
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
十
月
二
十
五
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
市
原
市
経
済
部
商
工
業
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
□
千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ア
ト
レ
新
浦
安 

 
 

 

浦
安
市
入
船
一
丁
目
四
八
番
地
三
ほ
か 



 
 

 

四 
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２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

喜

陽
一 

 
 

 
東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号 

 

３ 
変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
有
隣
堂 

代
表
取
締
役 

松
信
健
太
郎
ほ
か 

 
 

 

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
伊
勢
佐
木
町
一
丁
目
四
番
地
一
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
有
隣
堂 

代
表
取
締
役 

松
信
健
太
郎
ほ
か 

 
 

 

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
伊
勢
佐
木
町
一
丁
目
四
番
地
一
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
八
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
浦
安
市
市
民
経
済
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
□
千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

フ
□
レ
ス
ト
モ
□
ル
印
西
牧
の
原 

 
 

 

印
西
市
滝
野
三
丁
目
一
番 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
フ
□
レ
ス
ト
モ―

ル 

代
表
取
締
役 

尾
崎
幸
太
郎 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
六
番
一
号
新
宿
住
友
ビ
ル
一
一
階 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
フ
□
レ
ス
ト
モ―

ル 

代
表
取
締
役 

今
西
弘
康 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
フ
□
レ
ス
ト
モ―

ル 

代
表
取
締
役 

尾
崎
幸
太
郎 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ 

代
表
取
締
役 

古
瀬
良
多
ほ
か 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ 

代
表
取
締
役 

本
間
正
治
ほ
か 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
五
年
三
月
一
日
及
び
同
年
八
月
三
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
印
西
市
環
境
経
済
部
経
済
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
□
千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

酒
々
井
プ
レ
ミ
ア
ム
・
ア
ウ
ト
レ
□
ト 

 
 

 

印
旛
郡
酒
々
井
町
飯
積
二
丁
目
四
番
地
一
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

三
菱
地
所
・
サ
イ
モ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

山
岸
正
紀 

 
 

 
東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
九
番
七
号 

 

３ 
変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
エ
ク
ス
プ
ロ
□
ラ
□
ズ
ト
□
キ
□
□ 

代
表
取
締
役 

尾
関
修
司
ほ
か 

 
 

 

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
港
島
中
町
六
丁
目
八
番
一
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
エ
ク
ス
プ
ロ
□
ラ
□
ズ
ト
□
キ
□
□ 

代
表
取
締
役 

尾
関
修
司
ほ
か 

 
 

 

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
港
島
中
町
六
丁
目
八
番
一
ほ
か 

 

（一） 

 

（二） 
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５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日
ほ
か 

二 
届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
八
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
印
旛
郡
酒
々
井
町
経
済
環
境
課 

  
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
□
赤
目
川

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

退
任
理
事 

 

茂
原
市
法
目
二
□
〇
五
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中 

田 
 

治 

夫 
 

 
 

  
 

 

土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
の
候
補
者
及
び
補
欠
選
挙
の
無
投
票 

 

土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
□
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
□
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
柏

都
市
計
画
事
業
柏
北
部
中
央
地
区
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
の
立
候
補
届
は
な
か
□
た
□

ま
た
□
同
令
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
□
投
票
は
行
わ
な
い
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
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